
第   号議案

指定管理者の指定の件（神戸市こべっこあそびひろば・六甲アイランド）

次のとおり地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第３項に規定する

指定管理者を指定する。  

令和７年 11月 27日提出

神戸市長 久  元  喜   造

１ 公の施設の名称  

 神戸市こべっこあそびひろば・六甲アイランド

２ 指定管理者  

兵庫県姫路市花田町一本松字牛塚１番地の１  

神姫チャイルドランド共同事業体  

代表者 神姫トラストホープ株式会社

代表取締役 切原 慎治

３ 指定期間  

 令和８年４月１日から令和 13年３月 31日まで

理     由

神戸市こべっこあそびひろば・六甲アイランドの指定管理者の指定をするに当

たり、議会の議決を経る必要があるため。  
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